
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。

平成２２年４月１日から同年９月３０日までの随意契約

【生涯学習部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の名

称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

生涯学習
スポーツ
課

屋内プール傷害保険お
よび総合賠償責任保険
契約

平成22年4月1日 ㈱サンコー
大阪市浪速区幸町二丁目３番
１４号

1,252,570円

過去から同社で契約しており、見積もり合わせを
行った結果も同社が一番安価であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

番組制作放送委託契約 平成22年4月1日
やおコミュニティ放
送㈱

八尾市本町三丁目６番７号 900,000円

八尾市内を中心として情報発信している市内唯
一のラジオ放送局であり、他に契約先がないた
め。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

地区生涯学習推進事業
委託契約

平成22年4月1日
各地区コミュニティ
センター運営協議
会

1,700,000円×10館

地域特性を活かした生涯学習事業を展開するに
は、地域住民で構成され地域に密着した活動を
行っている各地区コミュニティセンター運営協議会
が最適と考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

志紀テニス場土地賃貸
借契約

平成22年4月1日 関西電力㈱
大阪市住之江区浜口西三丁目
９番５号

5,500,000円
土地の所有者以外に契約はできないため
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

生涯学習施設管理シス
テム関連機器保守業務
委託契約

平成22年4月1日 富士通㈱
大阪市中央区城見二丁目２番
６号

580,860円

生涯学習施設管理システム・サーバ機は、設置
以来施設利用者の利用頻度が高く、常に安定し
たサービス提供が求められている。よって当シス
テムメーカーで当該設備を熟知している同社が適
当と考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

生涯学習施設管理シス
テム運用サポート業務
委託契約契約

平成22年4月1日 富士通㈱
大阪市中央区城見二丁目２番
６号

819,000円

生涯学習施設管理システムは、開発以来施設利
用者の利用頻度が高く、常に安定したサービス提
供が求められている。よって当システムメーカー
で当該設備を熟知している同社が適当と考えるた
め。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

大阪府中部広域防災拠
点等運用委託契約

平成22年4月1日
(財)八尾体育振興
会

八尾市青山町三丁目５番24号 7,000,000円

本市のスポーツ施設の指定管理者として実績・ノ
ウハウを持っており、施設の運営管理について円
滑な事業遂行が期待できる同財団が最適と考え
るため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

八尾市民体育大会事務
事業委託契約

平成22年4月1日 八尾市体育連盟 八尾市本町一丁目１番１号 2,607,900円

本市民を対象とする各種大会にかかるもので、多
様な種目、豊富な実績をもつ本市民で構成された
社会体育団体である同連盟が最適であると考え
るため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

八尾市社会体育事務事
業委託契約

平成22年4月1日 八尾市体育連盟 八尾市本町一丁目１番１号 2,550,000円

本市民を対象とする各種大会にかかるもので、多
様な種目、豊富な実績をもつ本市民で構成された
社会体育団体である同連盟が最適であると考え
るため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

平成２２年度　随意契約の公表（生涯学習部）
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生涯学習
スポーツ
課

八尾市立総合体育館１
階正面玄関ホール外灯
２系統漏電補修契約

平成22年5月10日 ㈱オーエンス
東京都中央区築地四丁目１番
17号

514,500円

施設の利用者に不便のでないよう緊急に修繕を
行う必要があったため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第５号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

八尾市立屋内プール強
制シャワー前自動扉開
閉装置取替修繕契約

平成22年5月24日 ㈱オーエンス
東京都中央区築地四丁目１番
17号

837,900円

メンテナンス業者以外の業者による修繕は、以降
のメンテナンスに困難が生じるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

八尾市立総合体育館北
側汚水槽水中攪拌曝気
機用モーター取替修繕
契約

平成22年6月29日 ㈱オーエンス
東京都中央区築地四丁目１番
17号

522,900円

メンテナンス業者以外の業者による修繕は、以降
のメンテナンスに困難が生じるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

八尾市立生涯学習施設
予約・案内システム更新
業務委託契約

平成22年7月1日 日本電気㈱
大阪市中央区城見一丁目４番
24号

36,046,500円

プローポーザル方式による業者選定を行った結
果、同社が最も高得点であったため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

生涯学習
スポーツ
課

ふるさと雇用再生基金
事業八尾市ウォーキン
グプログラム事業業務
委託契約

平成22年7月2日 ㈱オーエンス
東京都中央区築地四丁目１番
17号

8,374,800円

ウォーキングについて豊富な指導実績を持ち、合
わせて指定管理者として市民のスポーツ振興に
造詣が深く、最適と考えるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

八尾図書
館

八尾市立図書館における
図書返却ポスト巡回及び
図書回収業務委託

平成22年4月1日 軽貨急配株式会社 門真市垣内町12-32 960,750円

前回入札（平成18年７月12日）　競争入札によっ
て得られる価格上の利益が見込めない為。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第６号該
当）

八尾図書
館

書誌情報「ニッパンマー
ク」の使用に関する契約

平成22年4月1日
株式会社　日販図
書館サービス

東京都板橋区高島平9-31-1 1,416,450円

当該書誌情報の利用による図書館システムを構
築したことにより、変更がコスト削減に繋がらない
ため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

八尾図書
館

光ファイバ賃貸借に関す
る契約

平成22年4月1日
株式会社　ケイ・オ
プティコム

大阪市北区西天満5-14-10 1,108,800円

図書館システムの更新に伴い、プロポーザル方
式における調達仕様書に基づいて導入業者が、
長期に渡り正常に安定運用できる通信事業者で
あると判断し、図書館システム導入に際し通信回
線の提供を行った事業者である。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）

八尾図書
館

システム保守サービス契
約

平成22年4月1日
ＮＥＣネクサソリュー
ションズ株式会社

大阪市中央区城見1-4-24 4,221,000円

当該図書館システムは同社製であり、同社でない
と保守ができないため
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該
当）
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文化財課
平成22年度市指定文化
財環山楼公開業務

平成22年4月1日
特定非営利活動法
人やお文化協会

八尾市清水町1丁目1-18 793,380円

八尾市域の文化財の造詣が深く、歴史や文化財
に関する普及・啓発の実績をもつ三者で見積もり
合わせを行った。（地方自治法施行令第167条の
２第１項第２号該当）

文化財課
八尾市内遺跡発掘調査
業務

平成22年4月2日
（財)八尾市文化財
調査研究会

八尾市幸町4丁目58の2 12,518,100円

同財団は、財団設立以来26年の発掘調査の専門
的な技術と経験を有し、本業務の実施場所となる
八尾市立埋蔵文化財調査センターを委託管理し
ており、市立埋蔵文化財調査センターの設立目
的に沿った本業務を遂行する上で適切であると思
われるため。（地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号該当）

文化財課
「文化財映像記録制作
事業」業務委託契約

平成22年7月15日
㈱ＣＮインターボイ
ス関西支社

大阪市北区南扇町7-20 3,192,000円

本業務については、文化財の映像制作におい
て正確で的確な民俗行事の映像記録とするた
め、選定にあたっては、公募型プロポーザル
方式により業者選定委員会にて総合的に採点
し、最優秀業者であると決定した業者であ
り、随意契約とした。（地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号該当）

文化財課 常光寺建造物調査業務 平成22年8月26日
歴史的景観保全研
究会

大阪市天王寺区上本町6-9-10
青山ビル本館406号

1,416,439円

府下市町村で建築物の文化財保護審議会委員
を歴任し、地方公共団体が行う社寺建築調査の
実績を有する櫻井氏が代表を務める当会が、本
業務を遂行するうえで適任と考えられるため。（地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）
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